
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 指標 項目
１．業務運営の効率化に関する目標
  を達成するためとるべき措置

１．業務運営の効率化に関する目標
  を達成するためとるべき措置

・一般管理費における経
  費の効率的な執行状況

①「独立行政法人会計基準」に基
  づく効率的な会計処理が行える
  環境を整備した。
②平成１６年度の清掃・警備業務
  等の総合管理業務の委託内容に
  見直しと一般競争入札を実施し
  た（年間約３，５００千円の経
  費削減）。
③人事院勧告を踏まえた役職員
  給与の引き下げ（同２８，０
  ００千円の経費削減）等を行っ
  た。

Ａ Ａ

・業務経費の効率的な執
  行状況

  経費の執行管理については、年度
計画に対する業務の進行状況を四半
期毎にヒアリングを行い、年度計画
を着実に実行するために、適宜調整
を行った。
  経費の削減については、一般競争
入札を実施するとともに、平成１６
年度以降においても経費の削減が図
れるよう仕様の見直し等を行い、そ
の実現に努めた。具体的には、商品
テスト機器等の更新（３件）にあた
り、一般競争入札の実施により約
５，８２５千円の調達コストの削減
（予定価格と落札価格の差額）等を
図った。

Ａ Ａ

    業務の効率化を図るための最適
  化計画を平成１７年度末までので
  きるだけ早期に策定する。

    最適化計画を策定するための検
  討を、各部課室において開始す
  る。

・最適化計画策定のため
  の検討状況

  最適化計画実施のための第一歩と
して、平成１５年１０月、内部に組
織改編に関する検討委員会を設置
し、効率的な業務運営を可能とする
ための組織形態について７回に渡る
検討を行った。
  検討結果は平成１５年１２月にま
とまり、平成１６年４月から新組織
体制による業務を開始することとし
た。

Ａ Ａ Ａ

２．国民に対して提供するサービス
  その他の業務の質の向上に関する
  目標を達成するためとるべき措置

２．国民に対して提供するサービス
  その他の業務の質の向上に関する
  目標を達成するためとるべき措置

・地方センターに対する
  実態調査の実施 実施 － － 未実施

  年度内に、地方センター４２箇所
（都道府県・政令市）に対して実態
調査を実施した。

Ａ Ａ

・調査結果を受けての今
  後の対応

  平成１５年上期（特殊法人時）に
実施した１８センターに対する調査
結果とあわせて、両報告書をもと
に、「消費生活相談員の相談カード
作成に係る負担軽減策の実現に向け
て」を作成し、「平成１５年度ＰＩ
Ｏ－ＮＥＴ端末設置センター連絡会
議」（平成１６年３月開催）におい
て地方センターに提示した。これら
は、１６年度以降のＰＩＯ－ＮＥＴ
の見直し作業に反映される。

Ａ Ａ

    一般管理費については、経費の
  効率的な執行に努める。
    業務経費については、国民に対
  して提供するサービスその他の質
  の向上の目的を達成するため、有
  効かつ効率的な執行に努める。

    一般管理費（退職手当を除
  く。）について、中期目標の最終
  年度（平成１９年度）における当
  該経費の総額を、特殊法人時の最
  終年度（平成１４年度）に対し
  て、１３％削減する。
    業務経費については、毎年度、
  前年度比１％の経費の効率化を図
  る。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

（１）消費生活情報の収集
  ①ＰＩＯ－ＮＥＴの運営
  ・地方センターにおける相談カー
    ドの作成状況及びＰＩＯ－ＮＥ
    Ｔへの入力状況の現状を把握す
    るため、地方センターに対し実
    態調査を実施する。

（１）消費生活情報の収集
  ①ＰＩＯ－ＮＥＴの運営
    センター及び地方センターへの
  苦情相談が大幅に増加する中、Ｐ
  ＩＯ－ＮＥＴ（全国消費生活情報
  ネットワーク・システム）の運営
  営の効率化と情報提供の迅速化を
  図るため、ＰＩＯ－ＮＥＴのホス
  トコンピュータシステムの見直し
  に着手するとともに、相談カード
  体系及び入力方法等の改善を図る
  ことにより、相談受付からＰＩＯ
  －ＮＥＴ登録までの１件当たり平
  均所要日数を、１５％以上短縮す
  る。
    利用者がＰＩＯ－ＮＥＴに登録
  された苦情相談の傾向及び特徴に
  ついて随時知ることができる「消
  費生活相談データベース」につい
  ては、１週間以内ごとにデータを
  更新する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

評 価 理 由

Ａ

分科会評価

Ａ

中期計画の各項目 評 価 項 目
（平成１５年度計画の各項目） 指  標

評価基準 実  績
（記載事項）

自己
評価

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。
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  ・「消費生活相談データベース」
    について、１週間に１回以上の
    データ更新を実施する。

・１週間に１回以上の
  データ更新の実施状況 実施 － － 未実施   年度内に、原則として毎週２回、

データ更新を実施した。 Ａ Ａ

  ②消費者トラブルメール箱
    インターネットを通じて、消費
  者から直接、トラブル等の実態を
  迅速に把握する「消費者トラブル
  メール箱」について、認知度を高
  めることにより、中期目標の期間
  中、年平均３，５００件を上回る
  情報を収集する。（平成１４年度
  実績；３，２５４件）。

  ②消費者トラブルメール箱
  ・「消費者トラブルメール箱」に
    ついて、年度内（半年間）に
    １，７５０件を上回る情報を収
    集する。 ・情報収集件数の結果 １，７５０件

以上

１，３００件
以上

１，７５０件
未満

５００件
以上

１，３００件
未満

５００件
未満

  激増した架空請求による情報等を
中心に、年度内に、２，３２８件の
情報を収集した。

Ａ Ａ Ａ

    寄せられた情報については、年
  ４回以上、集計結果やトラブルの
  概要を公表する。

  ・「消費者トラブルメール箱」に
    寄せられた情報について、年度
    内（半年間）に２回、収集結果
    やトラブルの概要を公表する。

・２回公表の実績 ２回公表 １回公表 － 未実施

  平成１５年１０月に４月～９月末
日までの収集結果を、平成１６年１
月に１０月～１２月末日までの収集
結果をそれぞれ公表した。

Ａ Ａ Ａ

・提供件数の実績 １０テーマ
以上

７テーマ
以上

１０テーマ
未満

３テーマ
以上

７テーマ
未満

３テーマ
未満

  年度内に、１２テーマの情報提供
を実施した Ａ Ａ

・情報提供の内容

①ＰＩＯ－ＮＥＴ情報にみるテレビ
  ショッピングに関する相談状況
②深刻な高齢者の消費者トラブル
  －狙われる７０歳以上－
③相談急増！外国為替証拠金取引
  －投資に関する知識・経験が十分
    ではない－般消費者は要注意－
④高配当をうたって勧誘する出資金
  集めに要注意！
⑤消費者契約法に関連する消費生活
  相談件数と裁判の概況
  ～法施行後２年～
⑥利用した覚えのない国際電話料金
  請求トラブル
  －“画像型”大幅減、“音声型”
    減少なお要注意－
⑦消費生活相談にみる２００３年の
  １０大項目
⑧相談件数が増加し契約金額が
  高額化したデート商法
  －被害に遭わないために－
⑨紫外線防止用化粧品に表示される
  ＳＰＦに関する日本化粧品工業
  連合会への要望について
⑩ダイレクトメールを使った「海外
  宝くじ」に注意！
⑪製造物責任法施行８年目の製品
  関連事故に係る消費生活相談の
  動向と訴訟の概要
⑫個人情報で誘う解約代行トラブル
  に注意
  －「解約してあげる」と誘った
    新たな契約をさせる相談が増加－

Ａ Ａ

・ホームページのアクセ
  ス状況

  トップページアクセス件数は１３
１万８，８７８件で、前年同期比６
０．４％増と大幅に増加した。

Ａ Ａ

（２）国民への情報提供
  ①報道機関等を通じた情報提供
    ＰＩＯ－ＮＥＴに蓄積されてい
  る情報やセンターが処理した苦情
  相談を分析し、消費者に同種被害
  が多数発生している事例、深刻な
  被害事例等に関する情報を重点的
  に、報道機関や他の媒体を通じ、
  中期目標の期間中、年平均で２０
  テーマ以上提供する（平成１４年
  度実績１７テーマ）。
    また、これらの被害の未然防止
  や拡大防止の観点から必要がある
  場合には、関係事業者（団体）及
  び関係行政機関への要望及び情報
  提供を行う。

（２）国民への情報提供
  ①報道機関等を通じた情報提供
  ・ＰＩＯ－ＮＥＴの情報やセン
    ターが処理した苦情相談を分
    析し、その結果を年度内（半
    年間）に１０テーマ提供する。

Ａ

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

  ②出版物、テレビ番組、ホーム
    ページ等による情報提供
    ア．ホームページ
      ホームページで提供する情報
    の内容については、被害の防止
    や解決に役立つ情報の充実を図
    るとともに、ＡＤＲ（裁判外紛
    争処理）機関情報、消費者教育
    情報の専用コーナーを新設する

    など、消費者のニーズや意見に

  ②出版物、テレビ、ホームページ
    等による情報提供
    ア．ホームページ
    ・被害の防止や解決に役立つ情
      報をより一層充実させること
      により、アクセス件数の増加
      を図る。
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・ホームページの充実
  内容

  架空請求に関する注意情報、メー
カーや販売業者の回収・無償修理等
に関する情報、インターネットトラ
ブル等を中心にした苦情事例をホー
ムページへ掲載した。

Ａ Ａ

Ａ

・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満

  視聴者モニター（東京・広島、平
成１６年３月：８４人）にアンケー
ト調査を実施し満足度評価４．７を
得た。

Ａ Ａ

・アンケート調査結果を
  受けて企画・構成面に
  対する反映状況

  視聴者モニターからは、「番組の
雰囲気が暗い」「ドラマ仕立てにし
てみると見やすくなるのではない
か」「情報の奥深さ、幅の広さを持
たせるような構成にしてほしい」
「国民生活センターが調査したデー
タを増やしてほしい」といった意見
が寄せられた。アンケート調査結果
及び視聴者モニターからの意見を平
成１６年度の番組制作に反映させる
こととした。

Ａ Ａ

・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満

  読者にアンケート調査を実施（平
成１６年３月：２５１人）し満足度
評価は４．５を得た。

Ａ Ａ

・消費者ニーズに対応す
  るテーマ選定の状況

  アンケートを通じ、「具体的なト
ラブル事例を取上げてほしい」「若
者にも関心のあるテーマを取上げて
ほしい」「介護・福祉関連の情報を
取上げてほしい」といった意見が寄
せられた。読者アンケートの結果及
び読者からの意見を平成１６年発行
の「くらしの豆知識」の編集に反映
させることとした。

Ａ Ａ

    ・「国民生活」について、内容
      の充実と満足度調査の実施の
      ため、読者等へのアンケート
      調査を実施し、読者への満足
      度アンケート調査において、
      ５段階で４以上の満足度の評
      価を得る。

・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満

  定期購読者等にアンケート調査を
実施（平成１６年３月：６１人）し
満足度評価は４．５を得た。

Ａ Ａ Ａ

    ・「たしかな目」について、内
      容の充実と満足度調査の実施
      のため、読者等へのアンケー
      ト調査を実施し、読者への満
      足度アンケート調査におい
      て、５段階で４以上の満足度
      の評価を得る。

・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満

  定期購読者にアンケート調査を実
施（平成１６年３月：２３２人）し
満足度評価は４．４を得た。

Ａ Ａ Ａ

・緊急を要する被害内容
  か否かの状況判断

  消費者被害防止の観点から以下の
２点を主な理由として緊急性が高い
と判断した：
①いわゆる次々販売の急増など、
  ７０才以上の高齢者の消費者
  トラブルが高額化・深刻化し
  ていること
②アメリカ産牛のＢＳＥ感染が
  輸入食品の安全性を脅かして
  いること等

Ａ Ａ

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

Ａ

    など、消費者のニーズや意見に
    即して一層充実させる。これに
    より、アクセス件数を中期目標
    の期首年度に比べ期末年度には
    ２０％以上の増加となるように
    する。また、ＩＴの一層の活用
    を図る観点から、携帯電話によ
    る情報提供を充実する。

    イ．テレビ番組
    ・視聴者モニターにアンケート
      調査を実施し、５段階評価で
      ４以上の満足度の評価を得る
      よう努めるとともに、その結
      果を企画・構成面に反映させ
      る。

    イ．テレビ番組
      暮らしに役立つ情報を国民に
    分かりやすく提供するため、視
    聴者モニター会議の意見等を活
    用し、番組の企画・構成面の充
    実を図るとともに、番組内容に
    関する視聴者モニターに対する
    アンケート調査を毎年度実施
    し、５段階評価で平均４以上の
    満足度の評価を得る。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

Ａ

Ａ

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

        また、消費者被害防止の情
      報など緊急を要する内容につ
      いては、可能な限り速やかに
      掲載する。

    ウ．定期出版物等
    ・「くらしの豆知識」につい
      て、適切なテーマ選択と満足
      度調査実施のため、読者等へ
      のアンケート調査を実施し、
      読者への満足度アンケート調
      査において、５段階で４以上
      の満足度の評価を得る。

    ウ．定期出版物等
      一般消費者を対象に年１回刊
    行する「くらしの豆知識」につ
    いては、消費者が必要とする最
    新情報の提供と適切なテーマ選
    定を行うため、読者等へのアン
    ケート調査とヒアリングを毎年
    度実施し、その結果を編集作業
    等に活用する。地方公共団体の
    職員及び消費者団体の指導者層
    を対象とする月刊誌「国民生
    活」については、消費者問題、
    消費者情報に関する専門誌とし
    ての充実を図るため、読者等へ
    のアンケート調査を毎年度実施
    し、その結果を企画・編集等に
    活用する。
      商品テスト記事を中心とする
    生活情報月刊誌「たしかな目」
    については、センターが実施し
    た調査や商品テスト等の情報と
    取材等を有機的に結びつけるこ
    とにより内容の充実を図る。ま
    た、読者等へのアンケート調査
    を毎年度実施し、その結果を編
    集作業等に活用する。
      これらの定期出版物について
    は、読者への満足度アンケート
    調査において、５段階評価で平
    均４以上の満足度の評価を得
    る。
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・緊急を要する被害情報
  に関する出版物への掲
  載状況

  消費者被害防止の情報など緊急を
要する記事を速やかに２本（①深刻
な７０才以上の消費者トラブル、②
アメリカ産牛にＢＳＥ感染が）掲載
した。

Ａ Ａ

・弁護士等専門家の配置
  状況 実施 － － 未実施

  弁護士による法律相談を毎週水曜
日（午前）、木曜日（午後）に実
施。一級建築士による住宅相談を隔
週金曜日に実施。自動車専門家によ
る自動車相談を第２、４火曜日に実
施した。

Ａ Ａ

・専門家と連携を図り、
  迅速かつ公正なあっせ
  ん処理状況

  あっせん事案については、相談者
と相手事業者が同席した上で、双方
の主張を整理するなどし、和解に導
くことに努めている。

Ａ Ａ

・個人情報に係る苦情相
  談の分析 実施 － － 未実施

  個人情報で誘う解約代行トラブル
に注意－｢解約してあげる｣と誘っ
て、また新たな契約をさせる相談が
増加－をまとめ、平成１６年３月に
公表した。

Ａ Ａ

・「個人情報の保護に関
  する法律」の全面執行
  に向けての準備検討状
  況

  個人情報保護に関する相談マニュ
アルの作成のための委員会設置に向
けて情報収集を行った。また、②国
民生活審議会個人情報保護部会（平
成１５年１２月開催）に出席し、
『国民生活センターにおける個人情
報に関わる相談事例等』を報告し
た。

Ａ Ａ

・経由相談の処理状況
  （件数、相談内容の分
  析）

  年度内に受け付けた相談４，５５
９件のうち経由相談は２，０５２件
（４５．０％）を受け付け、移送事
案３６件や、共同処理２８５件を
行った。

Ａ Ｂ

・消費生活相談緊急情報
  の月１回の発行 発行 － － 未発行

  消費生活相談緊急情報を毎月１回
計６回発行、製品関連事故情報を隔
月１回計３回発行し、地方センター
に情報提供し、苦情処理への支援を
行った。

Ａ Ａ

・中核機関としての業務
  運営状況

①相談件数の著しい伸びを示す
  情報通信の苦情処理に対応する
  ため、地方センター向けに「情
  報通信関連に係る相談処理マ
  ニュアル」を発行した。
②消費者判例に検討を加え、デー
  タベース化することにより、地
  方センターにおいて相談処理に
  あたる消費生活相談員に対して
  役立つ情報を提供するため、消
  費者判例情報評価委員会を設置
  しており、年度内に１８件の検
  討を行ない、「国民生活」等を
  通じ、その情報を提供した。

Ａ Ａ

　経由相談の処理状況に関し
て上に指摘した点を除いて
は、計画は適切に実施されて
いると認められるため、項目
の評価はＡとした。

  ・年度内（半年間）においては、
    全相談件数に占める経由相談の
    比率が４０％を上回るよう努め
    る。 ・経由相談の比率状況 ４０％以上 － － ４０％未満

  年度内に受け付けた相談４，５５
９件のうち、経由相談は２，０５２
件であり、全相談件数に占める経由
相談の比率は４５．０％であった。

Ａ Ａ Ａ

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

（３）苦情相談
  ①苦情相談
    消費生活専門相談員、弁護士、
  専門技術者等を配置して専門的相
  談の充実を図り、消費者被害の複
  雑多様化、国民生活に関連する新
  たな法律の制定等に適切に対応し
  つつ、懇切、迅速かつ公正に、
  あっせん等による苦情相談処理を
  行う。

（３）苦情相談
  ①苦情相談
  ・消費生活相談の複雑多様化や国
    際化等に対応するため、専門家
    との連携を図りつつ、迅速かつ
    公正なあっせんを実施すること
    等により、適切な苦情相談処理
    を行う。

  ②個人情報の取扱いに関する苦情
    相談
    個人情報の保護に関する法律の
  制定を受けて、円滑かつ的確な苦
  情処理を確保するため、政府全体
  の個人情報保護に関する基本方針
  の策定を踏まえつつ、個人情報の
  取扱いに関する専門相談員を配置
  するなど苦情相談機能の充実強化
  を図る。

  ②個人情報の取扱いに関する苦情
    相談
  ・年度内に、ＰＩＯ－ＮＥＴに入
    力された個人情報に係る相談に
    ついて分析を行い、政府全体の
    個人情報保護に関する基本方針
    の策定状況を踏まえつつ、「個
    人情報の保護に関する法律」の
    全面施行に向けての準備に着手
    する。

Ａ

Ａ

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

  ③地方センターの苦情相談処理へ
    の支援
    地方センターの苦情相談処理へ
  の支援を通じて、その中核的機関
  としての役割を適切に果たす。地
  方センターからの苦情相談の移
  送、地方センターとの共同処理、
  地方センターへの助言などの経由
  相談について、専門的知見を有す
  る職員や消費生活専門相談員の適
  切な配置を行うとともに、地方セ
  ンターからの意向や要望を定期的
  に調査し、その結果を活用し、よ
  り効果的な業務運営を行う。これ
  らにより、中期目標の期末年度に
  おいて、全相談件数に占める経由
  相談の比率を５０％以上とする。
  （平成１４年度実績３９．５％）

  ③地方センターの苦情相談処理へ
    の支援
  ・経由相談の実施や消費生活相談
    緊急情報の発行などによる地方
    センターの苦情相談処理への支
    援を通じて、その中核的機関と
    しての役割を適切に果たす。

Ａ

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

　経由相談の処理状況に関し
ては、件数の実績は挙げてい
ると認められるものの、移送
事案・共同処理の内容につき
外部的評価を可能にする資料
が提示されていないためＢと
した。
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  ④消費者苦情処理専門委員会
    苦情相談のうち、消費者契約法
  に抵触するなど消費者利益の擁護
  において重要な事案については、
  苦情処理の円滑な解決を図る観点
  から、学識経験者などで構成する
  消費者苦情処理専門委員会で公
  正・中立的な立場から助言等を行
  うことにより、適正かつ迅速な解
  決を図る。同委員会については、
  都道府県の苦情処理委員会等に年
  ４件以上の情報を提供できるよう
  に、その組織・機能を見直し、小
  委員会を活用するなど柔軟な運用
  により苦情処理の推進に活用を図
  る。

  ④消費者苦情処理専門委員会
  ・消費者苦情処理専門委員会につ
    いては、都道府県の苦情処理委
    員会や地方センター等の苦情処
    理の推進に資するため、小委員
    会を活用するなど柔軟な運用に
    努め、年度内（半年間）に２件
    の情報提供を行うように努め
    る。

・小委員会活用のための
  見直しと地方センター
  に対する２件の情報提
  供

見直しと
２件以上の
情報提供

見直しと
１件以上の
情報提供

見直しのみ 未実施

①消費者苦情処理専門委員会の対
  象事案を経由相談における事案
  に広げると共に、苦情の処理に
  関する事案への助言等を柔軟に
  行う小委員会（３人で構成）を
  活用するために、規程の見直し
  を行った。
②「特定継続的役務提供契約中途
  解約時のクレジット契約の解約
  手数料請求について」を諮問
  し、助言を得て（平成１６年３
  月）、地方センターをはじめ、
  都道府県等に付置する苦情処理
  委員会等に情報を提供すること
  とした。

Ｂ Ｂ Ｂ

  ⑤苦情処理・紛争解決に関する総
    合的窓口機能の整備
    地方センターのほか、都道府県
  の消費者苦情処理委員会、民間の
  ＰＬセンターなど、他の苦情処
  理・紛争解決機関との連携を図
  り、ホームページにＡＤＲ（裁判
  外紛争処理）機関情報の専用コー
  ナーを新設する等により、消費者
  トラブルに係る総合的窓口として
  の機能整備を進める。

・「ＰＩＯ－ＮＥＴ通
  信」の毎月１回の発行
  及び地方センターへの
  提供

実施 － － 未実施
  「ＰＩＯ－ＮＥＴ通信」を月１回
（計６回）作成し、地方センターに
提供した。

Ａ Ａ

・「ＰＩＯ－ＮＥＴ通
  信」への記載内容

  主に以下の内容をとりまとめた：
①一般家庭にも普及しつつある
  ＩＰ電話関連の相談に関する
  事項について
②消費者被害が拡大しつつあった
  外国為替証拠金取引関連の相談
  に関する事項について

Ａ Ａ

・行政機関からの情報提
  供依頼の件数と対応状
  況

  行政機関からのＰＩＯ－ＮＥＴ情
報に関する情報提供依頼に積極的に
対応し、年度内に計３６２件を提供
した。

Ａ Ａ

・裁判所、警察、弁護士
  会からの照会依頼の件
  数と対応状況

  法令に基づく裁判所、警察、弁護
士会からの照会について、ＰＩＯ－
ＮＥＴ情報を活用して対応し、年度
内に計９６件（裁判所：８件、警
察：２８件、弁護士会：６０件）の
情報提供を行った。

Ａ Ａ

  ③消費者団体、事業者団体、ＮＰ
    Ｏ等との情報交換
  ・消費者フォーラムを開催し、参
    加者から５段階評価で４以上の
    満足度の評価を得る。

・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満

  「消費者が変わる・消費者が変え
るこれからの消費社会」をテーマと
した全国消費者フォ－ラム（実施月
日：平成１５年１２月、参加人員６
５０名）を開催し、参加者向けの満
足度アンケートを集計した結果、
４．１の評価を得た。

Ａ Ａ Ａ

  ・年度内（半年間）に、３以上の
    事業者団体等と定期的な意見交
    換会を開催する。 ・３以上の事業者団体等

  と定期的な意見交換会
  の開催

３回以上
実施 ２回実施 １回実施 未実施

  日本損害保険協会、日本広告審査
機構、日本訪問販売協会、生命保険
文化センターの４団体と懇談会を開
催し、相談概況や主な相談内容につ
いて、意見交換を行った。

Ａ Ａ Ａ

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

  ③消費者団体、事業者団体、ＮＰ
    Ｏ等との情報交換
    消費者団体、事業者団体、ＮＰ
  Ｏ等との情報交換等を定期的に行
  うとともに、これらの参加を得て
  消費者フォーラムを開催し、連携
  を図る。消費者フォーラムについ
  ては、参加者から５段階評価で平
  均４以上の満足度の評価を得る。
    消費者団体やＮＰＯが活動や交
  流のために利用できる場所をセン
  ター事務所内に平成１６年度中に
  開設する。

  ②行政機関等との情報交流
  ・行政機関からのＰＩＯ－ＮＥＴ
    情報に関する情報提供依頼に積
    極的に対応する。
  ・法令に基づく裁判所、警察、弁
    護士会からの照会について、Ｐ
    ＩＯ－ＮＥＴ情報を活用して対
    応する。

  ②行政機関等との情報交流
    消費者利益を侵害する違法・不
  当行為の取締り等を行う行政機関
  等との間で緊密な情報交換を行
  い、法令に基づく迅速かつ厳正な
  行政処分等を通じた消費者被害の
  防止を図る。

Ａ

（４）関連機関への情報提供
  ①地方センターへの情報提供
    ＰＩＯ－ＮＥＴの運営、苦情相
  談に係る緊急情報の提供、商品テ
  ストに係る技術協力、相談員の研
  修などを通じ、地方センターに対
  し情報提供を行う。急増している
  消費者被害事例などの緊急情報を
  地方センターに一層迅速に提供す
  るため、２年以内に電子媒体等の
  手段を通じた情報提供を開始す
  る。業務運営に当たっては、毎年
  度、全国の消費生活センターの意
  向や要望を聴取し、その結果を活
  用する。

（４）関係機関への情報提供
  ①地方センターへの情報提供
  ・地方センターにおけるＰＩＯ－
    ＮＥＴの安定的な運営に資する
    ため、ＰＩＯ－ＮＥＴ運営に関
    する情報を掲載した「ＰＩＯ－
    ＮＥＴ通信」を月１回作成し、
    地方センターに提供する。 Ａ
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  ・消費者団体やＮＰＯが活動や交
    流のために利用できる場所とな
    る「情報交流プラザ（仮称）」
    の平成１６年度中の開設に向
    け、準備を進める。

・情報交流プラザ開設に
  向けての準備状況

  消費者団体やＮＰＯが活動や交流
のために利用できる場所となる「情
報交流プラザ（仮称）」の平成１６
年度中の開設に向け、「生活関連Ｎ
ＰＯ・消費者団体活動基礎調査」
（平成１６年１月～２月）を実施
し、活動実態を把握した。また、平
成１５年度前期において開催した
「生活関連ＮＰＯ連携研究会」にお
ける情報交流や連携についての検討
結果を踏まえ、平成１６年度中に開
設予定の「情報交流プラザ（仮
称）」の運営に反映させることとし
た。

Ａ Ａ Ａ

・３コースの研修の実施 ３コース
実施

２コース
実施

１コース
実施 未実施

  消費者問題に関する講座の講師を
養成するための「講師養成講座」を
２回（①実施場所：相模原、実施月
日：平成１５年１０月、受講者数５
１名、②福岡、平成１６年１月、４
３名）、普及啓発資料作成のための
「業務セミナー」を１回（相模原、
平成１６年２月、３０名）、計３
コースを実施した。

Ａ Ａ

・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満   ３コースの平均で４．３の満足度

評価を得た。 Ａ Ａ

・６コースの研修の実施 ６コース
実施

４コース
または

５コース
実施

２コース
または

３コース
実施

２コース
未満

  消費生活相談を適切かつ迅速に解
決するために必要な専門知識および
相談処理技法の修得および向上に資
するための「専門・事例講座」を５
コース、消費者契約に必要な専門知
識および相談処理技法の修得に資す
るための「消費者契約に関する法律
講座」を２コース（地方都市開
催）、計７コースを実施した。

Ａ Ａ

・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満   ７コースの平均で４．３の満足度

評価を得た。 Ａ Ａ

・５コース研修の実施 ５コース
実施

３コース
または

４コース
実施

２コース
実施

２コース
未満

  消費者問題と消費者行政の現状を
学ぶとともに、消費者相談への対応
のあり方を考えるため「公開講座」
と「専門・事例講座」で構成する
「共催コース」を５コース実施し
た。

Ａ Ａ

・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満   ５コースの平均で４．３の満足度

評価を得た。 Ａ Ａ

・２コース研修の実施 ２コース
実施

１コース
実施 － 未実施

  企業の消費者関連業務に必要な一
般的実務知識の修得に資するため、
消費者関連部門に勤務する職員を対
象にした「３日コース」と、企業
トップに消費者問題への理解を深
め、消費者志向の向上に資するため
の「企業トップセミナー」の２コー
スを実施した。

Ａ Ａ

・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満   ２コースの平均で４．１の満足度

評価を得た。 Ａ Ａ

・研修の実施 １コース
実施 － － 未実施

  小・中・高等学校における消費者
教育の充実を図るための「教員を対
象とした消費者教育講座」（平成１
６年３月、２７名）の１コースを実
施した。

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

（５）研修
  ①研修
    地方公共団体の職員、地方公共
  団体等の消費生活相談員、消費者
  団体の職員、企業の消費者対応部
  門の職員等を対象として、消費者
  被害の動向、個人情報の保護に関
  する法律など国民生活に関連する
  法律の制定等、新たなニーズに即
  して研修を実施する。
    また、学校における消費者教育
  の充実に資するため、消費者教育
  を支援する団体や消費者教育に関
  する学会の協力を得て、教員等を
  対象にした研修を新たに実施す
  る。
    研修の実施に当たっては、各地
  の地理的条件に配慮して、中期目
  標期間中、３分の１以上を地方都
  市において実施する。
    研修コース毎に、受講者に対す
  るアンケート調査を実施し、その
  結果を研修内容等の充実に活用す
  るとともに、受講者から５段階評
  価で平均４以上の満足度の評価を
  得る。

（５）研修
  ①研修
  ・地方公共団体の職員を対象とす
    る研修を年度内（半年間）に３
    コース実施する。

  ・地方公共団体等の消費生活相談
    員を対象とする研修を年度内
    （半年間）に６コース（地方都
    市開催１コース）実施する。

  ・生活大学移動セミナー（地方都
    市開催）を年度内（半年間）に
    ５コース実施する。

  ・企業の消費者対応部門の職員等
    を対象とする研修を年度内（半
    年間）２コース実施する。

  ・小学校、中学校、高等学校の教
    員を対象とした研修を年度内
    （半年間）に１コース実施す
    る。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。
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・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満   満足度評価４．５を得た。 Ａ Ａ

・研修の実施 １コース
実施 － － 未実施

  消費者の自立や消費者利益の確保
のため、地域において活発に消費者
活動を進めるための「消費者活動
リーダー支援講座」（平成１６年３
月、参加者３９名）の１コースを実
施した。

Ａ Ａ

・アンケート調査で「５
  段階評価で４以上の満
  足度」の結果

平均４以上 平均３以上
平均４未満

平均２以上
平均３未満 平均２未満   満足度評価４．３を得た。 Ａ Ａ

  ・研修コース毎に受講者に対する
    アンケート調査を実施し、その
    結果を研修内容等の充実に活用
    するとともに、受講者から５段
    階評価で平均４以上の満足度の
    評価を得る。

・アンケート調査結果を
  受けて研修内容等の実
  施状況

  アンケートの中にある「もっと講
義の時間を増やしてほしい」「法律
が改正された時、それに対応した講
座を設けてほしい」などの要望を、
１６年度の講座に取り入れるように
努めた。

Ａ Ａ Ａ

  ②消費生活専門相談員資格の審査
    及び認定
    消費生活相談員の能力・資質の
  向上等を図るため、消費生活専門
  相談員資格の審査及び認定等を行
  う。実施に当たっては、各地の地
  理的条件に配慮した人材供給を確
  保していくという観点から、地方
  都市においても実施する。

  ②消費生活専門相談員資格の審査
    及び認定
  ・消費生活専門相談員の能力・資
    質の向上等を図るための資格認
    定試験について、各地の地理的
    条件に配慮した人材供給を確保
    していくという観点から、全国
    １８ヶ所で実施する。

・地理的条件を配慮した
  全国１８ヶ所での試験
  の実施

１８ヶ所
実施

１２ヶ所
～

１７ヶ所
実施

６ヶ所
～

１１ヶ所
実施

６ヶ所未満   資格認定試験を全国１８ヶ所の会
場で実施した。 Ａ Ａ Ａ

（６）商品テスト
  ①原因究明テスト
  ・テスト技術向上のための研鑚を
    図り、テスト期間の短縮を行
    う。

・テスト技術向上の研鑚
  とテスト期間の短縮

  テスト技術向上のため、テスト職
員を対象に学習会「食品の安全性と
リスクアナリシス（危険性の分析評
価等）」を実施した他、テスト技術
習得のため（社）産業安全技術協
会、（財）日本車両検査協会、
（社）日本自動車タイヤ協会など専
門機関の指導・訓練を受けた。ま
た、技術的、専門的知識習得のため
「プラスチックの性質と破壊」等の
講習会受講や「家庭排水による環境
汚染」など専門家のヒアリング等を
行いテスト期間の短縮を図った。テ
スト期間は、平成１４年度は平均１
０９日であるが年度内は１０８日に
短縮した。

Ａ Ａ Ａ

・２３件以上のテスト実
  施

２３件以上
実施

１７件
～

２２件実施

１０件
～

１６件実施
１０件未満   年度内に、２３件のテストを実施

した。 Ａ Ａ

Ａ

（６）商品テスト
  ①原因究明テスト
    拡大損害を伴う製品関連事故等
  の原因究明を通じて被害の救済・
  未然防止・再発防止に資するた
  め、原因究明テストを実施する。
  テスト技術の向上及びテスト期間
  の短縮により、毎年度のテスト実
  施件数を、平成１４年度の４１件
  に比べて１０％以上増加させる。
  また、地方センターが実施する原
  因究明テストに対して、技術的な
  協力を行う。

  ・テスト実施件数は、年度内（半
    年間）で２３件以上とする。

  ・消費者活動リーダーを対象とし
    た研修を年度内（半年間）に１
    コース実施する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。
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・テスト実施の内容 実施 － － 未実施

以下２３テーマを実施：
①グラインダー用砥石の破損で
  けが
②テレビの発火
③油吸収阻害のダイエット食品
  の効果への疑義
④スプレー式着火剤で飛火
⑤炭酸飲料の破裂
⑥おもちゃのキーボードの乾電池
  液漏れ
⑦エアーガンの危険性
⑧フードプロセッサ―の衛生
⑨折りたたみ椅子の転倒で骨折
⑩携帯電話機用ストラップの
  接触・ショート
⑪油処理剤の環境性への疑義
⑫ポプリオイルで棚が溶解
⑬汁椀の溶出
⑭ガラス製なべぶたの破損
⑮キャンプ用折りたたみ椅子の
  破損
⑯鍋の着脱式取手が外れて火傷
⑰食品添加物豆腐用にがりの身体
  への影響に関する疑義
⑱ヘアーアイロンで火傷
⑲乾電池式灯油ポンプの灯油流出
⑳ヘアマニキュアで棚が溶解
�簡易式折りたたみベッドに指
  を挟み切断
�回転ヘアブラシの絡み
�電磁調理器で発煙

Ａ Ａ

・企画ブロック会議及び
  技術評価研究会の実施

①都道府県、政令市及び各地
  センターのテスト担当職員を対
  象に、「商品テストの方法と公
  表のあり方」「ＩＴを利用した
  技術交流」などを議題として
  全国商品テスト企画ブロック
  会議及び全国会議（全体会）を
  実施した。商品テストについて
  は、電子掲示板を活用した情報
  交換の場を設置することで各地
  のセンター関係者との認識が
  一致し、平成１６年度に実施を
  検討することにした。
②商品テスト技術・評価研究会
  は「事例発表」及び専門家を交
  えたパネルディスカッション
  「簡易テストの新しい手法と啓
  発のあり方」をテーマに実施し
  た。「事例発表」は各地セン
  ターが実施した「野菜のＤＮＡ
  抽出法」「家庭用電力量計を
  使用した家電製品の消費電力量
  測定方法」などの発表を行っ
  た。「簡易テストの新しい手
  法」は家電製品の故障原因究明
  テスト、パソコン使用時の疲労
  検査、電気器具の消費電力量の
  測定法などを例に討議した。
  簡便なテストであっても消費者
  の不安や疑問に応えられるテス
  ト手法があることを確認した。

Ａ Ａ

・技術相談に対する助言
  の内容及びその効果

  地方センターに対して原因究明に
必要なテスト方法等の助言や商品テ
スト関係資料（商品テスト情報シス
テム、商品テスト報告書、商品テス
ト機関リスト等）を作成して提供し
た。

Ａ

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

  ・全国商品テスト企画ブロック会
    議及び商品テスト技術評価研究
    会を実施し、全国のテスト担当
    技術者の技術の向上と効率化を
    図るとともに、原因究明に必要
    なテスト方法等の技術相談に対
    して助言などを行う。

Ａ

Ａ
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・６以上のテスト実施 ６件以上
実施

４件
～

５件実施

２件
～

３件実施
２件未満   年度内に、６件のテストを実施し

た。 Ａ Ａ

・テスト実施の内容（人
  の生命・身体などに関
  わる事故や国民生活に
  重大な影響を及ぼす案
  件

  実施案件は以下の通り：
①牛乳の品質と衛生
  （平成１５年１０月公表）
②そばを含有する可能性のある
  食品のテストと調査
  （平成１５年１１月公表）
③乗用車用タイヤの安全な使い方
  （平成１５年１２月公表）
④花粉などの捕集をうたった
  マスク
  （平成１６年２月公表）
⑤携帯電話等の液晶ディスプレイ
  の強度
  （平成１６年２月公表）
⑥薄型カラーテレビ
  （平成１６年３月公表）

Ａ Ａ

  ・テスト結果を、報道機関、ホー
    ムページ、テレビ番組、「たし
    かな目」、「国民生活」などを
    通じて迅速に情報提供する。 ・それぞれの媒体を通じ

  た情報提供の迅速性 実施 － － 未実施

  テスト結果の公表は、記者説明会
で行うと同時にホームページにも掲
載した。また、テレビ番組や月刊誌
「たしかな目」などにも、テスト内
容を一般消費者に分かりやすく加工
して速やかに情報提供した。

Ａ Ａ Ａ

・分析・評価委員会の開
  催

  食品、化学品、家電・住生活品、
車両関連等各専門分野の学識経験者
を委員とする商品テスト分析・評価
委員会を１３回開催して評価を受
け、商品テスト結果に反映させた。

Ａ Ａ

・業務への反映状況 実施 － － 未実施

  一例として、平成１５年度実施予
定のテスト品目の課題設定につい
て、「消費者被害の未然防止の観点
をより重視すること」、「消費者の
疑問に対するテストが実施されてお
り、消費者への情報提供、関係機関
への要望は適切に行われている。今
後も、同様の観点で実施すること」
等の評価を受け、テストデザインに
反映させた。

Ａ Ａ

・外部有職者の意見聴取

  年度内に調査を終了した①子ども
の消費者トラブルの現状と特徴、②
入所施設とグル－プホ－ムで暮らす
痴呆性高齢者・知的障害者の金銭管
理と権利擁護に関する調査研究、③
消費者取引分野の違法行為による利
益の吐き出し法制に関する研究の３
テーマについて、平成１６年３月に
外部有識者４名からなる評価会合を
実施し、研究結果の評価を受けた。

Ａ Ａ

・外部有職者による評価
  結果

  評価会合の調査研究評価は、調査
研究の目的、方法、内容とも適切妥
当であり、調査研究結果の社会的意
義も高いと評価できるとのことで
あった。

Ａ Ａ

３．予算（人件費の見積りを含
    む。）、収支計画及び資金計画
    別紙のとおり

３．予算（人件費の見積りを含
    む。）、収支計画及び資金計画
    別紙のとおり

・予算、収支計画、資金
  計画に対する実績額   別紙１から別紙３のとおり。 Ａ Ａ Ａ

（７）調査研究
  ・実施予定の調査研究課題につい
    て、外部有識者の意見を聴取す
    るとともに、年度内（半年間）
    に終了した調査研究について、
    外部有識者による評価を実施す
    る。

（７）調査研究
    国民生活の動向、消費生活に関
  する諸問題の中から消費生活に重
  大な影響を及ぼす問題について、
  ＰＩＯ－ＮＥＴなどセンターの収
  集した情報などを用いて調査研究
  を行い、国・地方の消費者政策の
  企画立案に資するとともに、広く
  国民の理解を促進する。調査研究
  の課題設定及び成果については、
  外部有識者による評価を実施し、

  その結果を業務に反映させる。

Ａ

Ａ
・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

Ａ

  ②問題提起型テスト
    センターや地方センターが受け
  付けた苦情相談等の中から、人の
  生命・身体などに関わる事故や苦
  情等の内容が国民生活に重大な影
  響を及ぼす案件につき、問題提起
  を行うテストを実施し、その結果
  については迅速に公表する。毎年
  度のテスト実施件数を、平均１２
  件以上とする。（平成１４年度実
  績１２件）テストの課題設定及び
  成果については、外部有識者によ
  る評価を実施し、その結果を業務
  に反映させる。

  ②問題提起型テスト
  ・テスト実施件数は、年度内（半
    年間）で６件以上とする。

  ・テストの課題設定及び成果につ
    いては、商品テスト分析・評価
    委員会の評価を受け、その結果
    を業務に反映させる。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。
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４．短期借入金の限度額
    短期借入金の限度額は６億円と
  し、運営費交付金の資金の出入に
  時間差が生じた場合、不測の事態
  が生じた場合等に充てるために用
  いるものとする。

４．短期借入金の限度額
    短期借入金の限度額は６億円と
  し、運営費交付金の資金の出入に
  時間差が生じた場合、不測の事態
  が生じた場合等に充てるために用
  いるものとする。

・短期借入金の発生状況
  （金額、理由、限度額
  の範囲以内かどうか）

  該当なし。

５．重要な財産の処分等に関する
    計画
    なし

５．重要な財産の処分等に関する
    計画
    なし

  該当なし。

６．剰余金の使途
（１）商品テスト業務に係る検査・
     分析機器等を充実させるため
     の更新・整備
（２）情報の収集及び提供に係る
     高度情報化を図るための機器
     等の整備
（３）施設・設備の質的向上及び
     老朽化対応のための改修・
     整備

６．剰余金の使途
（１）商品テスト業務に係る検査・
     分析機器等を充実させるため
     の更新・整備
（２）情報の収集及び提供に係る
     高度情報化を図るための機器
     等の整備
（３）施設・設備の質的向上及び
     老朽化対応のための改修・
     整備

・剰余金の発生状況及び
  使途等   該当なし。

７．その他内閣府令で定める業務運
    営に関する事項
（１）施設・設備に関する計画
      該当なし

７．その他内閣府令で定める業務運
    営に関する事項
（１）施設・設備に関する計画
      該当なし

  該当なし。

（２）人事に関する計画
  ①方針
    業務運営の効率化により、
  常勤職員の増加抑制に努める。

・業務運営の効率化の状
  況

  効率化により常勤職員の増加抑制
に努めた。また、業務の効率化及び
重点業務への組織的対応を検討する
委員会を設け、ＰＩＯ－ＮＥＴの充
実・強化、調査業務の統合、広報機
能の充実・強化等を中心とした組織
改編案をとりまとめた。

Ａ Ａ

  ②人員に係る指標
    期末の常勤職員は、期首の
  １２６人と同じとする。

・期末の常勤職員数の状
  況等

  職員の退職が年度途中に発生した
ことにより、年度末の常勤職員数は
１１７名であった。

Ａ Ａ

（３）積立金の処分に関する事項
    なし

（３）積立金の処分に関する事項
    なし

※項目別評価表の自己評価は、独立行政法人が自ら定めた年度計画をどの程度執行したかについて自ら評価したものであり、評価委員会が業務実績評価を行う際の重要な判断材料となるものである。
  評価委員会は、独立行政法人が行った定量的な指標に基づく自己評価については、自己評価に誤りがないか、指標に基き適切な自己評価をしているか等について調査・分析を行い、評価委員会として評価を行った。
  定性的な指標に基づく自己評価については、あくまで評価の際の参考とし、評価委員会において評価基準に基づき評価を行った。

Ａ

（２）人事に関する計画
  ①方針
    １）業務運営の効率化により、
        常勤職員の増加抑制に努
        める。
    ２）個人情報保護法の施行に
        係る相談及び研修に対応
        するための人員の確保を
        図る。
  ②人員に係る指標
    期末の常勤職員は、期首１２
  ６人に対して１２３人以内とす
  る。
    なお、上記２）を除外した場
  合にあっては中期計画期間中６
  人削減する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。

・独立行政法人からの説明等を受け、分科会委員の
  協議により判定する。
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